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(57)【要約】
　カプセル型内視鏡は、変更可能な撮像フレームレート
で被検体内を撮像して画像を生成する撮像部と、前記画
像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定部と、
前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮
像フレームレートを変更する撮像制御部と、を備える。
これにより、余計な電池の消耗を抑制し、観察に有用で
はない画像の撮像を抑制することができるカプセル型内
視鏡、受信装置、カプセル型内視鏡の作動方法、及びカ
プセル型内視鏡の作動プログラムを提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像部と、
　前記画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定部と、
　前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレートを変更する撮
像制御部と、
　を備えることを特徴とするカプセル型内視鏡。
【請求項２】
　前記撮像制御部は、
　観察に有用ではないと判定された前記画像の量に基づいて、前記撮像フレームレートを
設定するフレームレート設定部を備え、
　前記撮像部における前記撮像フレームレートを前記フレームレート設定部が設定した前
記撮像フレームレートに変更することを特徴とする請求項１に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項３】
　前記カプセル型内視鏡の動きの大きさを判定する動き判定部を備え、
　前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像の量と前記カ
プセル型内視鏡の動きの大きさとに基づいて、前記撮像フレームレートを設定することを
特徴とする請求項２に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項４】
　前記画像判定部は、泡又は残渣が写っている領域に関する特徴量が所定の量以上である
前記画像を観察に有用ではないと判定することを特徴とする請求項１～３のいずれか１つ
に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項５】
　前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像が所定の量以
上連続した場合に、前記撮像フレームレートを下げるように設定することを特徴とする請
求項２に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項６】
　前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像が所定の量だ
け連続し、かつ、前記カプセル型内視鏡の動きの大きさが所定の量より小さい場合に、前
記撮像フレームレートを下げるように設定することを特徴とする請求項３に記載のカプセ
ル型内視鏡。
【請求項７】
　前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像が連続した量
が多いほど、前記撮像フレームレートを連続的又は段階的により大きく下げるように設定
することを特徴とする請求項２に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項８】
　前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像の量が多いほ
ど、前記撮像フレームレートを連続的又は段階的により大きく下げるように設定するとと
もに、前記カプセル型内視鏡の動きの大きさが小さいほど、前記撮像フレームレートを連
続的又は段階的により大きく下げるように設定することを特徴とする請求項３に記載のカ
プセル型内視鏡。
【請求項９】
　前記撮像フレームレートの状態を判定するフレームレート判定部を備え、
　前記画像判定部は、前記フレームレート判定部により前記撮像フレームレートが通常状
態から下がった状態であると判定された場合に、複数の前記画像に対して観察に有用であ
るか否かを判定し、
　前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像が所定の量以
上である場合に、前記撮像フレームレートが前記通常状態から下がった状態を維持するよ
うに設定することを特徴とする請求項２に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項１０】
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　変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像部を有するカ
プセル型内視鏡から前記画像を受信する受信部と、
　前記画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定部と、
　前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレートの制御に関す
る制御情報を生成する制御部と、
　前記制御情報を前記カプセル型内視鏡に送信する送信部と、
　を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　観察に有用ではないと判定された前記画像の量に基づいて、前記撮像フレームレートを
設定するフレームレート設定部を備え、
　前記撮像部における前記撮像フレームレートを前記フレームレート設定部が設定した前
記撮像フレームレートに設定する前記制御情報を生成することを特徴とする請求項１０に
記載の受信装置。
【請求項１２】
　前記受信部は、前記カプセル型内視鏡の動きの大きさに関する情報を前記カプセル型内
視鏡から受信し、
　前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像の量と前記カ
プセル型内視鏡の動きの大きさに関する情報とに基づいて、前記撮像フレームレートを設
定することを特徴とする請求項１１に記載の受信装置。
【請求項１３】
　前記カプセル型内視鏡の動きの大きさを判定する動き判定部を備え、
　前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像の量と前記カ
プセル型内視鏡の動きの大きさとに基づいて、前記撮像フレームレートを設定することを
特徴とする請求項１１に記載の受信装置。
【請求項１４】
　撮像部が変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像ステ
ップと、
　画像判定部が、前記画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定ステップと、
　撮像制御部が、前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレー
トを変更する撮像フレームレート変更ステップと、
　を含むことを特徴とするカプセル型内視鏡の作動方法。
【請求項１５】
　撮像部が変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像ステ
ップと、
　画像判定部が、前記画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定ステップと、
　撮像制御部が、前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレー
トを変更する撮像フレームレート変更ステップと、
　をカプセル型内視鏡又は前記カプセル型内視鏡から前記画像を受信する受信装置に実行
させることを特徴とするカプセル型内視鏡の作動プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カプセル型内視鏡、受信装置、カプセル型内視鏡の作動方法、及びカプセル
型内視鏡の作動プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡分野においては、被検体内に導入されて撮像を行うカプセル型内視鏡が開発され
ている。カプセル型内視鏡は、被検体の消化管内に導入可能な大きさに形成されたカプセ
ル形状をなす筐体の内部に撮像機能及び無線通信機能を備えたものであり、被検体に嚥下
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された後、蠕動運動等によって消化管内を移動しながら撮像を行い、被検体の臓器内部の
画像（以下、体内画像ともいう）を順次生成して無線送信する（例えば、特許文献１参照
）。無線送信された画像は、被検体外に設けられた受信装置によって受信され、さらに、
ワークステーション等の画像処理装置に取り込まれて所定の画像処理が施される。その結
果、被検体の体内画像を静止画又は動画として画像処理装置の表示部に表示させることが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２０１２／１６５２９９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、被検体の消化管内において、例えば泡や残渣が多い箇所をカプセル型内視鏡
が通過すると、粘膜の観察に適さない画像が撮像されてしまう。このような観察に有用で
はない画像が撮像されることによって、カプセル型内視鏡の電池が消耗してしまうととも
に、医師等のユーザが観察する際に余計な負担がかかるという課題があった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、余計な電池の消耗を抑制し、観察に有
用ではない画像の撮像を抑制することができるカプセル型内視鏡、受信装置、カプセル型
内視鏡の作動方法、及びカプセル型内視鏡の作動プログラムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の一態様に係るカプセル型内視
鏡は、変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像部と、前
記画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定部と、前記画像判定部が判定した判
定結果に基づいて、前記撮像フレームレートを変更する撮像制御部と、を備えることを特
徴とする。
【０００７】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡は、前記撮像制御部は、観察に有用では
ないと判定された前記画像の量に基づいて、前記撮像フレームレートを設定するフレーム
レート設定部を備え、前記撮像部における前記撮像フレームレートを前記フレームレート
設定部が設定した前記撮像フレームレートに変更することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡は、前記カプセル型内視鏡の動きの大き
さを判定する動き判定部を備え、前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判
定された前記画像の量と前記カプセル型内視鏡の動きの大きさとに基づいて、前記撮像フ
レームレートを設定することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡は、前記画像判定部は、泡又は残渣が写
っている領域に関する特徴量が所定の量以上である前記画像を観察に有用ではないと判定
することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡は、前記フレームレート設定部は、観察
に有用ではないと判定された前記画像が所定の量以上連続した場合に、前記撮像フレーム
レートを下げるように設定することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡は、前記フレームレート設定部は、観察
に有用ではないと判定された前記画像が所定の量だけ連続し、かつ、前記カプセル型内視
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鏡の動きの大きさが所定の量より小さい場合に、前記撮像フレームレートを下げるように
設定することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡は、前記フレームレート設定部は、観察
に有用ではないと判定された前記画像が連続した量が多いほど、前記撮像フレームレート
を連続的又は段階的により大きく下げるように設定することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡は、前記フレームレート設定部は、観察
に有用ではないと判定された前記画像の量が多いほど、前記撮像フレームレートを連続的
又は段階的により大きく下げるように設定するとともに、前記カプセル型内視鏡の動きの
大きさが小さいほど、前記撮像フレームレートを連続的又は段階的により大きく下げるよ
うに設定することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡は、前記撮像部における前記撮像フレー
ムレートの状態を判定するフレームレート判定部を備え、前記画像判定部は、前記フレー
ムレート判定部により前記撮像フレームレートが通常状態から下がった状態であると判定
された場合に、複数の前記画像に対して観察に有用であるか否かを判定し、前記フレーム
レート設定部は、観察に有用ではないと判定された前記画像が所定の量以上である場合に
、前記撮像フレームレートが前記通常状態から下がった状態を維持するように設定するこ
とを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の一態様に係る受信装置は、変更可能な撮像フレームレートで被検体内を
撮像して画像を生成する撮像部を有するカプセル型内視鏡から前記画像を受信する受信部
と、前記画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定部と、前記画像判定部が判定
した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレートの制御に関する制御情報を生成する制
御部と、前記制御情報を前記カプセル型内視鏡に送信する送信部と、を備えることを特徴
とする。
【００１６】
　また、本発明の一態様に係る受信装置は、前記制御部は、観察に有用ではないと判定さ
れた前記画像の量に基づいて、前記撮像フレームレートを設定するフレームレート設定部
を備え、前記撮像部における前記撮像フレームレートを前記フレームレート設定部が設定
した前記撮像フレームレートに設定する前記制御情報を生成することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の一態様に係る受信装置は、前記受信部は、前記カプセル型内視鏡の動き
の大きさに関する情報を前記カプセル型内視鏡から受信し、前記フレームレート設定部は
、観察に有用ではないと判定された前記画像の量と前記カプセル型内視鏡の動きの大きさ
に関する情報とに基づいて、前記撮像フレームレートを設定することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の一態様に係る受信装置は、前記カプセル型内視鏡の動きの大きさを判定
する動き判定部を備え、前記フレームレート設定部は、観察に有用ではないと判定された
前記画像の量と前記カプセル型内視鏡の動きの大きさとに基づいて、前記撮像フレームレ
ートを設定することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡の作動方法は、撮像部が変更可能な撮像
フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像ステップと、画像判定部が、前
記画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定ステップと、撮像制御部が、前記画
像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレートを変更する撮像フレー
ムレート変更ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の一態様に係るカプセル型内視鏡の作動プログラムは、撮像部が変更可能
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な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像ステップと、画像判定部
が、前記画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定ステップと、撮像制御部が、
前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレートを変更する撮像
フレームレート変更ステップと、をカプセル型内視鏡又は前記カプセル型内視鏡から前記
画像を受信する受信装置に実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、余計な電池の消耗を抑制し、観察に有用ではない画像の撮像を抑制す
ることができるカプセル型内視鏡、受信装置、カプセル型内視鏡の作動方法、及びカプセ
ル型内視鏡の作動プログラムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係るカプセル型内視鏡を含む検査システムの概
略構成を示す模式図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１に係るカプセル型内視鏡の構成例を示す模式図で
ある。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１に係るカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図
である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態１に係るカプセル型内視鏡の動作を示すフローチャ
ートである。
【図５】図５は、変形例１－１におけるカプセル型内視鏡及び受信装置の構成例を示すブ
ロック図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態２に係るカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図
である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態２に係るカプセル型内視鏡の動作を示すフローチャ
ートである。
【図８】図８は、フレームレート設定部が画像判定部と動き判定部との判定結果に基づい
て撮像フレームレートを設定する様子を表す図である。
【図９】図９は、変形例２－１におけるカプセル型内視鏡及び受信装置の構成例を示すブ
ロック図である。
【図１０】図１０は、変形例２－２におけるカプセル型内視鏡及び受信装置の構成例を示
すブロック図である。
【図１１】図１１は、変形例２－３におけるカプセル型内視鏡及び受信装置の構成例を示
すブロック図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態３に係るカプセル型内視鏡の動作を示すフロー
チャートである。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態４に係るカプセル型内視鏡の動作を示すフロー
チャートである。
【図１４】図１４は、泡残渣画像枚数及びカプセル型内視鏡の動きの大きさとフレームレ
ート設定部が設定する撮像フレームレートとの対応関係を表す図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態５に係るカプセル型内視鏡の構成を示すブロッ
ク図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態５に係るカプセル型内視鏡の動作を示すフロー
チャートである。
【図１７】図１７は、本発明の実施の形態５に係るカプセル型内視鏡の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【図１８】図１８は、本発明の実施の形態６に係るカプセル型内視鏡の動作を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　以下に、図面を参照して本発明に係るカプセル型内視鏡、受信装置、カプセル型内視鏡
の作動方法、及びカプセル型内視鏡の作動プログラムの実施の形態を説明する。なお、こ
れらの実施の形態により本発明が限定されるものではない。本発明は、カプセル型内視鏡
、受信装置、カプセル型内視鏡の作動方法、及びカプセル型内視鏡の作動プログラム一般
に適用することができる。
【００２４】
　また、図面の記載において、同一又は対応する要素には適宜同一の符号を付している。
また、図面は模式的なものであり、各要素の寸法の関係、各要素の比率などは、現実と異
なる場合があることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係
や比率が異なる部分が含まれている場合がある。
【００２５】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係るカプセル型内視鏡を含む検査システムの概略構成
を示す模式図である。図１に示す検査システム１は、患者等の被検体２内に導入されて撮
像を行い、画像を生成して無線送信するカプセル型内視鏡１０と、カプセル型内視鏡１０
から無線送信された画像を、被検体２に装着された受信アンテナユニット４を介して受信
する受信装置３と、受信装置３から画像を取得して所定の画像処理を施し、画像を表示す
る画像処理装置５と、を備える。
【００２６】
　図２は、本発明の実施の形態１に係るカプセル型内視鏡の構成例を示す模式図である。
カプセル型内視鏡１０は、経口摂取等によって被検体２内に導入された後、消化管内部を
移動し、最終的に被検体２の外部に排出される。その間、カプセル型内視鏡１０は、臓器
（消化管）内部を蠕動運動によって移動しつつ、被検体２内を撮像して画像を順次生成し
、無線送信する。
【００２７】
　図２に示すように、カプセル型内視鏡１０は、被検体２の臓器内部に導入し易い大きさ
に形成された外装ケースであるカプセル型筐体１１と、変更可能な撮像フレームレートで
被検体２内を撮像して画像信号を生成する撮像部１２と、被検体２内を照明する光を発生
する照明部１３と、撮像部１２から入力された画像信号に画像処理を施して画像を生成す
るとともに、カプセル型内視鏡１０の各構成部を制御する制御部１４と、制御部１４によ
って生成された画像をカプセル型内視鏡１０の外部に無線送信する無線通信部１５と、カ
プセル型内視鏡１０の各構成部に電力を供給する電源部１６と、を備える。
【００２８】
　カプセル型筐体１１は、筒状筐体１１１とドーム状筐体１１２、１１３と、から成り、
この筒状筐体１１１の両側開口端をドーム状筐体１１２、１１３によって塞ぐことによっ
て実現される。筒状筐体１１１及びドーム状筐体１１３は、可視光に対して略不透明な有
色の筐体である。一方、ドーム状筐体１１２は、可視光等の所定波長帯域の光に対して透
明な、ドーム形状をなす光学部材である。このようなカプセル型内視鏡１０は、撮像部１
２と、照明部１３と、制御部１４と、無線通信部１５と、電源部１６と、を液密に内包す
る。
【００２９】
　撮像部１２は、集光レンズ等の光学系１２１と、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒ
ｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセンサ又はＣＣＤ
（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサ等からなる撮像素子１
２２と、を有する。光学系１２１は、この撮像視野からの反射光を集光し、撮像素子１２
２の撮像面に結像させる。撮像素子１２２は、撮像面において受光した撮像視野からの反
射光（光信号）を電気信号に変換し、画像信号を出力する。
【００３０】
　照明部１３は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）又はＬＤ（Ｌａ
ｓｅｒ　Ｄｉｏｄｅ）等の発光素子からなり、白色光等の照明光を発光する。照明部１３
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は、撮像素子１２２の撮像視野内の被検体２に、ドーム状筐体１１２越しに照明光を照射
する。
【００３１】
　なお、実施の形態１においては、カプセル型内視鏡１０の長軸Ｌａ方向の一方の端部を
撮像する単眼式のカプセル型内視鏡１０を用いるが、長軸Ｌａ方向の両端（前方及び後方
）を撮像する複眼式のカプセル型内視鏡を用いてもよい。この場合、２つの撮像部の各光
軸がカプセル型筐体１１の長軸Ｌａと略平行又は略一致し、かつ各撮像視野が互いに反対
方向を向くように配置するとよい。即ち、各撮像部が備える撮像素子の撮像面が長軸Ｌａ
に対して直交する実装を行う。
【００３２】
　制御部１４は、カプセル型内視鏡１０内の各構成部の動作を制御するとともに、これら
の構成部間における信号の入出力を制御する。制御部１４は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等の汎用プロセッサ、又はＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）やＦＰＧＡ（Ｆ
ｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）等の特定の機能を実行す
る各種演算回路等の専用プロセッサによって構成される。図３は、本発明の実施の形態１
に係るカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図である。図３に示すように、制御部１４
は、撮像制御部１４１と、画像処理部１４２と、照明制御部１４３と、画像判定部１４４
と、フレームレート設定部１４１ａと、を備える。なお、図３では、図２を用いて説明し
たカプセル型筐体１１、電源部１６等の記載を省略した。
【００３３】
　撮像制御部１４１は、撮像部１２が撮像を行う際の撮像フレームレート等の撮像動作を
制御するとともに、照明制御部１４３に照明部１３の発光量を制御するための指示情報を
出力する。具体的には、撮像制御部１４１は、画像判定部１４４が判定した判定結果に基
づいて、撮像部１２における撮像フレームレートを変更する。また、撮像制御部１４１は
、撮像フレームレートを設定するフレームレート設定部１４１ａを備える。具体的には、
フレームレート設定部１４１ａは、画像判定部１４４が観察に有用ではないと判定した画
像が所定の量以上連続した場合に、撮像フレームレートを下げるように設定する。所定の
量は、例えば枚数であるが、観察に有用ではないと判定された画像が継続した時間や継続
した距離（画像を撮像する間にカプセル型内視鏡１０が移動した距離）であってもよい。
なお、継続した距離は、受信アンテナユニット４が受信した画像毎の電波強度を用いて算
出することができる。また、本実施の形態１では、所定の枚数を３枚として説明するが、
枚数は特に限定されない。そして、撮像制御部１４１は、フレームレート設定部１４１ａ
が設定した撮像フレームレートに基づいて、撮像部１２における撮像フレームレートを変
更する。
【００３４】
　画像処理部１４２は、撮像部１２（撮像素子１２２）から出力された画像信号に所定の
画像処理を施し、画像を生成する。
【００３５】
　照明制御部１４３は、撮像制御部１４１からの指示情報に基づいて、照明部１３の発光
量や発光時間を制御する。
【００３６】
　画像判定部１４４は、画像処理部１４２が画像処理を施した画像が、観察に有用である
か否かを判定する。観察に有用ではない画像は、例えば、泡又は残渣が写っている領域に
関する特徴量が所定の量以上の画像である泡残渣画像である。特徴量は、例えば泡又は残
渣が写っている領域の面積であるが、泡又は残渣が写っている画素数、面積比率、画素数
比率、泡又は残渣が写っている位置等を用いて算出した量であってもよい。
【００３７】
　なお、泡又は残渣が写っている領域は、公知の方法を適用して検出することができる。
例えば、特開２００７－３１３１１９号公報に開示されているように、泡の輪郭部及び泡
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の内部に存在する照明反射による弧形状の凸エッジといった泡画像の特徴に基づいて設定
される泡モデルと管腔内画像から抽出されたエッジとのマッチングを行うことにより泡領
域を検出してもよい。また、特開２０１２－１４３３４０号公報に開示されているように
、各画素値に基づく色特徴量をもとに非粘膜領域とみられる残渣候補領域を検出し、この
残渣候補領域と管腔内画像から抽出されたエッジとの位置関係に基づいて残渣候補領域が
粘膜領域であるか否かを判別してもよい。
【００３８】
　無線通信部１５は、制御部１４から画像を取得し、該画像に対して変調処理等を施して
無線信号を生成し、受信装置３に送信する。
【００３９】
　電源部１６は、ボタン型電池やキャパシタ等の蓄電部であって、磁気スイッチや光スイ
ッチ等のスイッチ部を有する。電源部１６は、磁気スイッチを有する構成とした場合、外
部から印加された磁界によって電源のオンオフ状態を切り替える。電源部１６は、オン状
態のときに、蓄電部の電力をカプセル型内視鏡１０の各構成部（撮像部１２、照明部１３
、制御部１４、及び無線通信部１５）に供給し、オフ状態のときに、カプセル型内視鏡１
０の各構成部への電力供給を停止する。
【００４０】
　なお、図２においては、カプセル型内視鏡１０の構成例として、被検体２の蠕動運動に
よって受動的に移動する構成を説明したが、自身の駆動力により、又は外部からの誘導に
より被検体２内を移動可能な構成としてもよい。例えば、カプセル型内視鏡の内部に永久
磁石を設け、被検体２の外部において生成した磁界をこの永久磁石に作用させることによ
り、被検体２内においてカプセル型内視鏡を誘導させてもよい。
【００４１】
　再び図１を参照すると、受信アンテナユニット４は、複数（図１においては８個）の受
信アンテナ４ａ～４ｈを有する。各受信アンテナ４ａ～４ｈは、例えばループアンテナを
用いて実現され、被検体２の体外表面上の所定位置（例えば、カプセル型内視鏡１０の通
過領域である被検体２内の各臓器に対応した位置）に配置される。
【００４２】
　受信装置３は、これらの受信アンテナ４ａ～４ｈを介して、カプセル型内視鏡１０から
無線送信された画像を受信し、受信した画像に所定の処理を施した上で、内蔵するメモリ
に画像及びその関連情報を記憶する。受信装置３には、カプセル型内視鏡１０から無線送
信された画像の受信状態を表示する表示部や、受信装置３を操作するための操作ボタン等
の入力部を設けてもよい。また、受信装置３は、ＣＰＵ等の汎用プロセッサ、又はＡＳＩ
ＣやＦＰＧＡ等の特定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを含んで構成さ
れる。
【００４３】
　画像処理装置５は、例えばＣＰＵ等の汎用プロセッサ、又はＡＳＩＣやＦＰＧＡ等の特
定の機能を実行する各種演算回路等の専用プロセッサを含むワークステーションやパーソ
ナルコンピュータを用いて構成される。画像処理装置５は、受信装置３のメモリに記憶さ
れた画像及びその関連情報を取り込み、所定の画像処理を施すことにより、被検体２内の
体内画像を生成して画面に表示する。なお、図１においては、画像処理装置５のＵＳＢポ
ートにクレードル３ａを接続し、該クレードル３ａに受信装置３をセットすることにより
受信装置３と画像処理装置５とを接続し、受信装置３から画像処理装置５に画像及びその
関連情報を転送する構成としている。
【００４４】
　次に、カプセル型内視鏡１０の動作を説明する。図４は、本発明の実施の形態１に係る
カプセル型内視鏡の動作を示すフローチャートである。カプセル型内視鏡１０の電源がオ
ンされて動作を開始すると、まず、撮像部１２は、撮像制御部１４１の制御のもと、被検
体２内の画像を撮像する（ステップＳ１）。
【００４５】
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　続いて、画像判定部１４４は、撮像部１２が撮像した画像の泡又は残渣が写っている領
域の面積を算出する（ステップＳ２）。さらに、画像判定部１４４は、その画像の泡又は
残渣が写っている領域が所定の面積以上の泡残渣画像であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ３）。
【００４６】
　画像判定部１４４が泡残渣画像ではないと判定した場合（ステップＳ３：Ｎｏ）、撮像
制御部１４１は、撮像を終了する指示が入力されているかを判定する（ステップＳ４）。
撮像を終了する指示が入力されている場合（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、一連の処理は終了
する。一方、撮像を終了する指示が入力されていない場合（ステップＳ４：Ｎｏ）、ステ
ップＳ１に戻り、撮像部１２が撮像した次のフレームの画像に対して処理が繰り返される
。
【００４７】
　ここで、画像判定部１４４が泡残渣画像であると判定した場合（ステップＳ３：Ｙｅｓ
）、フレームレート設定部１４１ａは、泡残渣画像が３枚以上連続しているか否かを判定
する（ステップＳ５）。
【００４８】
　フレームレート設定部１４１ａが、泡残渣画像が３枚以上連続していると判定した場合
（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、フレームレート設定部１４１ａは、撮像部１２における撮像
フレームレートを下げるように設定する。そして、撮像制御部１４１は、フレームレート
設定部１４１ａの設定に基づいて、撮像部１２の撮像フレームレートを下げる（ステップ
Ｓ６）。その後、ステップＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は終了される。
【００４９】
　一方、フレームレート設定部１４１ａが、泡残渣画像が３枚以上連続していないと判定
した場合（ステップＳ５：Ｎｏ）、ステップＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は終了
される。
【００５０】
　以上説明したように、実施の形態１によれば、カプセル型内視鏡１０が泡や残渣が多く
観察に有用な画像を撮像することができない位置にある場合には、撮像部１２における撮
像フレームレートが自動的に下げられる。従って、カプセル型内視鏡１０は、電池の消耗
を抑制し、観察に有用ではない画像の撮像を抑制することができる。
【００５１】
（変形例１－１）
　実施の形態１の構成において、画像判定部及びフレームレート設定部を、図１に示す受
信装置３に設けてもよい。図５は、変形例１－１におけるカプセル型内視鏡及び受信装置
の構成例を示すブロック図である。図５に示すように、カプセル型内視鏡１０Ａは、画像
判定部及びフレームレート設定部を有しない。これに対して、受信装置３Ａは、カプセル
型内視鏡１０Ａから無線送信された画像を、受信アンテナユニット４（図１参照）を介し
て受信する受信部３１と、受信部３１が受信した画像に対して所定の画像処理を施す画像
処理部３２と、画像処理が施された画像を記憶するメモリ３３と、画像が観察に有用であ
るか否かを判定する画像判定部３４と、各部の動作を制御するとともに、画像判定部３４
が判定した判定結果に基づいて、撮像部１２における撮像フレームレートを変更するため
の制御情報を生成する制御部３５と、制御部３５が生成した制御情報を含む各種指示情報
をカプセル型内視鏡１０Ａに送信する送信部３６と、を備える。
【００５２】
　制御部３５は、画像判定部３４が判定した観察に有用ではない画像（泡残渣画像）の枚
数に基づいて、撮像フレームレートを設定するフレームレート設定部３５ａを備える。そ
して、制御部３５は、フレームレート設定部３５ａが設定した撮像フレームレートに基づ
いて、撮像部１２における撮像フレームレートを変更するための制御情報を生成する。
【００５３】
　変形例１－１によれば、カプセル型内視鏡１０Ａにおける処理を減らすことにより、カ
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プセル型内視鏡１０Ａの電池の消耗をさらに抑制することができる。
【００５４】
　なお、実施の形態１において、フレームレート設定部を備える構成を説明したが、これ
に限定されない。例えば、撮像制御部１４１は、フレームレート設定部を有さず、画像判
定部１４４によって撮像部１２が撮像した画像が泡残渣画像であると判定された場合に、
撮像部１２における撮像フレームレートを下げる構成であってもよい。
【００５５】
　また、カプセル型内視鏡が画像判定部を有し、受信装置がフレームレート設定部を有す
る構成であってもよく、受信装置が画像判定部を有し、カプセル型内視鏡がフレームレー
ト設定部を有する構成であってもよい。
【００５６】
（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２に係るカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図である
。図６に示すように、カプセル型内視鏡１００は、カプセル型内視鏡１００の動きの大き
さを判定する動き判定部１１７を備える。それ以外の構成は、実施の形態１と同様である
から適宜説明を省略する。
【００５７】
　動き判定部１１７は、例えば加速度センサとＣＰＵ等のプロセッサによって構成される
。動き判定部１１７は、加速度センサが検出したカプセル型内視鏡１００の加速度情報に
基づいて、カプセル型内視鏡１００の動きの大きさを判定する。具体的には、動き判定部
１１７は、カプセル型内視鏡１００の動きの大きさが所定の量より小さいか否かを判定す
る。
【００５８】
　また、フレームレート設定部１４１ａは、画像判定部１４４が判定した観察に有用では
ない画像（泡残渣画像）が所定の枚数（１枚でもよい）以上連続し、かつ、動き判定部１
１７がカプセル型内視鏡１００の動きの大きさが所定の量より小さいと判定した場合に、
撮像フレームレートを下げるように設定する。
【００５９】
　次に、カプセル型内視鏡１００の動作を説明する。図７は、本発明の実施の形態２に係
るカプセル型内視鏡の動作を示すフローチャートである。図７に示すように、はじめに、
実施の形態１と同様に、ステップＳ１、Ｓ２の処理が行われる。
【００６０】
　続いて、画像判定部１４４は、その画像の泡又は残渣が写っている領域の面積が所定の
量以上の泡残渣画像であるか否かを判定する（ステップＳ１１）。
【００６１】
　そして、動き判定部１１７は、加速度センサが検出したカプセル型内視鏡１００の加速
度情報に基づいて、カプセル型内視鏡１００の動きの量を算出する（ステップＳ１２）。
さらに、動き判定部１１７は、カプセル型内視鏡１００の動きが所定の量より小さいか否
かを判定する（ステップＳ１３）。
【００６２】
　ここで、フレームレート設定部１４１ａは、撮像部１２における撮像フレームレートを
下げるか否かを判定する（ステップＳ１４）。図８は、フレームレート設定部が画像判定
部と動き判定部との判定結果に基づいて撮像フレームレートを設定する様子を表す図であ
る。図８に示すように、フレームレート設定部１４１ａは、画像判定部１４４が泡残渣画
像であると判定し、かつ、動き判定部１１７がカプセル型内視鏡１００の動きの大きさが
所定の量より小さいと判定した場合に、撮像フレームレートを下げるように設定し、それ
以外の場合には撮像フレームレートを維持するように設定する。
【００６３】
　フレームレート設定部１４１ａが、撮像フレームレートを下げるように設定した場合（
ステップＳ１４：Ｙｅｓ）、撮像制御部１４１は、フレームレート設定部１４１ａの設定
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に基づいて、撮像部１２の撮像フレームレートを下げる（ステップＳ６）。その後、ステ
ップＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は終了される。
【００６４】
　一方、フレームレート設定部１４１ａが、撮像フレームレートを維持するように設定し
た場合（ステップＳ１４：Ｎｏ）、ステップＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は終了
される。
【００６５】
　以上説明したように、実施の形態２によれば、カプセル型内視鏡１００が泡や残渣が多
く観察に有用な画像を撮像することができない位置にあり、かつ、カプセル型内視鏡１０
０の動きが小さい場合には、撮像部１２における撮像フレームレートが自動的に下げられ
る。従って、カプセル型内視鏡１００は、電池の消耗を抑制し、観察に有用ではない画像
の撮像を抑制することができる。
【００６６】
（変形例２－１）
　実施の形態２の構成において、画像判定部及びフレームレート設定部を、図１に示す受
信装置３に設けてもよい。図９は、変形例２－１におけるカプセル型内視鏡及び受信装置
の構成例を示すブロック図である。図９に示すように、カプセル型内視鏡１００Ｂは、動
き判定部１１７を有するが、画像判定部及びフレームレート設定部を有しない。これに対
して、受信装置３Ｂは、カプセル型内視鏡１００Ｂから無線送信された画像と動き判定部
１１７が判定したカプセル型内視鏡１００Ｂの動きの大きさに関する情報とを、受信アン
テナユニット４（図１参照）を介して受信する受信部３１と、受信部３１が受信した画像
に対して所定の画像処理を施す画像処理部３２と、画像処理が施された画像を記憶するメ
モリ３３と、画像が観察に有用であるか否かを判定する画像判定部３４と、各部の動作を
制御するとともに、画像判定部３４が判定した判定結果に基づいて、撮像部１２における
撮像フレームレートを変更するための制御情報を生成する制御部３５と、制御部３５が生
成した制御情報を含む各種指示情報をカプセル型内視鏡１００Ｂに送信する送信部３６と
、を備える。
【００６７】
　制御部３５は、画像判定部３４が判定した観察に有用ではない画像（泡残渣画像）の枚
数と受信部３１が受信したカプセル型内視鏡１００Ｂの動きの大きさに関する情報とに基
づいて、撮像フレームレートを設定するフレームレート設定部３５ａを備える。そして、
制御部３５は、フレームレート設定部３５ａが設定した撮像フレームレートに基づいて、
撮像部１２における撮像フレームレートを変更するための制御情報を生成する。
【００６８】
　なお、カプセル型内視鏡が画像判定部を有し、受信装置がフレームレート設定部を有す
る構成であってもよく、受信装置が画像判定部を有し、カプセル型内視鏡がフレームレー
ト設定部を有する構成であってもよい。
【００６９】
（変形例２－２）
　実施の形態２の構成において、カプセル型内視鏡１００Ｃの動きの大きさの判定を撮像
部１２が撮像した画像を用いて行ってもよい。図１０は、変形例２－２におけるカプセル
型内視鏡及び受信装置の構成例を示すブロック図である。図１０に示すように、動き判定
部１１７は、画像処理部１４２から取得した画像群を用いてカプセル型内視鏡１００Ｃの
動きの大きさの判定を行う。具体的には、動き判定部１１７は、時系列で前後の画像を比
較し、画像の変化が大きい場合にカプセル型内視鏡１００Ｃの動きの大きさが大きいと判
定する。動き判定部１１７は、前後の画像の類似度によりカプセル型内視鏡１００Ｃの動
きの大きさを判定してもよいし、前後の画像を比較して動きベクトルを算出してカプセル
型内視鏡１００Ｃの動きの大きさを判定してもよい。
【００７０】
（変形例２－３）
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　変形例２－２と同様に、カプセル型内視鏡の動きの大きさの判定を撮像部が撮像した画
像を用いて行う場合に、画像判定部、フレームレート設定部、及び動き判定部を、図１に
示す受信装置３に設けてもよい。図１１は、変形例２－３におけるカプセル型内視鏡及び
受信装置の構成例を示すブロック図である。図１１に示すように、カプセル型内視鏡１０
Ａは、図５を用いて説明した変形例１－１と同様に、画像判定部、フレームレート設定部
、及び動き判定部を有しない。これに対して、受信装置３Ｄは、カプセル型内視鏡１０Ａ
から無線送信された画像を、受信アンテナユニット４（図１参照）を介して受信する受信
部３１と、受信部３１が受信した画像に対して所定の画像処理を施す画像処理部３２と、
画像処理が施された画像を記憶するメモリ３３と、画像が観察に有用であるか否かを判定
する画像判定部３４と、受信部３１から取得した画像群を用いてカプセル型内視鏡１０Ａ
の動きの大きさの判定を行う動き判定部３７Ｄと、各部の動作を制御するとともに、画像
判定部３４が判定した判定結果に基づいて、撮像部１２における撮像フレームレートを変
更するための制御情報を生成する制御部３５と、制御部３５が生成した制御情報を含む各
種指示情報をカプセル型内視鏡１０Ａに送信する送信部３６と、を備える。
【００７１】
　制御部３５は、画像判定部３４が判定した観察に有用ではない画像（泡残渣画像）の枚
数と動き判定部３７Ｄが判定したカプセル型内視鏡１０Ａの動きの大きさとに基づいて、
撮像フレームレートを設定するフレームレート設定部３５ａを備える。そして、制御部３
５は、フレームレート設定部３５ａが設定した撮像フレームレートに基づいて、撮像部１
２における撮像フレームレートを変更するための制御情報を生成する。
【００７２】
　なお、画像判定部、動き判定部、フレームレート設定部のいずれか１つ又は複数をカプ
セル型内視鏡に設けてもよい。
【００７３】
（実施の形態３）
　実施の形態３に係るカプセル型内視鏡の構成は図６を用いて説明した実施の形態２に係
るカプセル型内視鏡１００と同様であるから適宜説明を省略する。
【００７４】
　動き判定部１１７は、カプセル型内視鏡１００の動きの大きさが所定の量より小さいか
否かを判定する。画像判定部１４４は、画像処理部１４２が画像処理を施した画像が、観
察に有用であるか否かを判定する。フレームレート設定部１４１ａは、画像処理部１４２
が観察に有用ではない画像（泡残渣画像）であると判定した場合、又は動き判定部１１７
がカプセル型内視鏡１００の動きの大きさが所定の量より小さいと判定した場合に、撮像
フレームレートを下げるように設定する。
【００７５】
　次に、カプセル型内視鏡１００の動作を説明する。図１２は、本発明の実施の形態３に
係るカプセル型内視鏡の動作を示すフローチャートである。図１２に示すように、はじめ
に、実施の形態１と同様に、ステップＳ１、Ｓ２の処理が行われる。
【００７６】
　さらに、画像判定部１４４は、その画像の泡又は残渣が写っている領域の面積が所定の
量以上の泡残渣画像であるか否かを判定する（ステップＳ３）。
【００７７】
　画像判定部１４４が泡残渣画像ではないと判定した場合（ステップＳ３：Ｎｏ）、動き
判定部１１７は、加速度センサが検出したカプセル型内視鏡１００の加速度情報に基づい
て、カプセル型内視鏡１００の動きの量を算出する（ステップＳ２１）。さらに、動き判
定部１１７は、カプセル型内視鏡１００の動きの大きさが所定の量より小さいか否かを判
定する（ステップＳ２２）。
【００７８】
　動き判定部１１７がカプセル型内視鏡１００の動きの大きさが所定の量より大きいと判
定した場合（ステップＳ２２：Ｎｏ）、ステップＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は
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終了される。
【００７９】
　ステップＳ３において、画像判定部１４４が泡残渣画像であると判定した場合（ステッ
プＳ３：Ｙｅｓ）、フレームレート設定部１４１ａは、撮像部１２における撮像フレーム
レートを下げるように設定する（ステップＳ６）。その後、ステップＳ４の終了判定を行
い、処理が継続又は終了される。
【００８０】
　また、ステップＳ２２において、動き判定部１１７がカプセル型内視鏡１００の動きの
大きさが所定の量より小さいと判定した場合（ステップＳ２２：Ｙｅｓ）、フレームレー
ト設定部１４１ａは、撮像部１２における撮像フレームレートを下げるように設定する（
ステップＳ６）。その後、ステップＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は終了される。
【００８１】
　以上説明したように、実施の形態３によれば、カプセル型内視鏡１００が泡や残渣が多
く観察に有用な画像を撮像することができない位置にある場合に、撮像部１２における撮
像フレームレートが自動的に下げられる。さらに、実施の形態３によれば、撮像部１２が
撮像した画像が泡残渣画像ではない場合であっても、カプセル型内視鏡１００の動きの大
きさが小さい場合には、撮像部１２における撮像フレームレートが自動的に下げられる。
従って、カプセル型内視鏡１００は、電池の消耗を抑制し、観察に有用ではない画像の撮
像を抑制すると共に、観察に有用な画像であっても同じ箇所の画像を何枚も撮像してしま
うことを防止することができる。
【００８２】
（実施の形態４）
　実施の形態４に係るカプセル型内視鏡の構成は図６を用いて説明した実施の形態２に係
るカプセル型内視鏡１００と同様であるから適宜説明を省略する。
【００８３】
　動き判定部１１７は、カプセル型内視鏡１００の動きの大きさを判定する。フレームレ
ート設定部１４１ａは、画像判定部１４４が判定した観察に有用ではない画像（泡残渣画
像）の枚数が多いほど、撮像フレームレートを連続的又は段階的により大きく下げるよう
に設定するとともに、動き判定部１１７が判定したカプセル型内視鏡１００の動きの大き
さが小さいほど、撮像フレームレートを連続的又は段階的により大きく下げるように設定
する。
【００８４】
　次に、カプセル型内視鏡１００の動作を説明する。図１３は、本発明の実施の形態４に
係るカプセル型内視鏡の動作を示すフローチャートである。図１３に示すように、はじめ
に、実施の形態１と同様に、ステップＳ１、Ｓ２の処理が行われる。さらに、実施の形態
２と同様に、ステップＳ１１、Ｓ１２の処理が行われる。
【００８５】
　続いて、動き判定部１１７は、カプセル型内視鏡１００の動きの大きさを判定する（ス
テップＳ３１）。
【００８６】
　そして、フレームレート設定部１４１ａは、画像判定部１４４が判定した泡残渣画像の
枚数と動き判定部１１７が判定したカプセル型内視鏡１００の動きの大きさとに基づいて
、撮像フレームレートを段階的に変更するよう設定する（ステップＳ３２）。図１４は、
泡残渣画像枚数及びカプセル型内視鏡の動きの大きさとフレームレート設定部が設定する
撮像フレームレートとの対応関係を表す図である。図１４に示すように、フレームレート
設定部１４１ａは、所定の枚数（例えば直前の１０枚）に含まれる泡残渣画像の数が多い
ほど、撮像部１２における撮像フレームレートをより大きく下げるように設定するととも
に、動き判定部１１７が判定したカプセル型内視鏡１００の動きの大きさが小さいほど、
撮像フレームレートをより大きく下げるように設定する。図１４には、撮像フレームレー
トをＡ１～Ａ４（Ａ１＞Ａ２＞Ａ３＞Ａ４）と４段階で変更可能な例を示したが、より多
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段で変更可能であってもよく、連続的に変更可能であってもよい。その後、ステップＳ４
の終了判定を行い、処理が継続又は終了される。
【００８７】
　以上説明したように、実施の形態４によれば、カプセル型内視鏡１００がある位置の泡
や残渣が多いほど、撮像フレームレートが自動的に下げられるとともに、カプセル型内視
鏡１００の動きが小さいほど、撮像フレームレートが自動的に下げられる。従って、カプ
セル型内視鏡１００は、電池の消耗を抑制し、観察に有用ではない画像の撮像を抑制する
ことができる。
【００８８】
（実施の形態５）
　図１５は、本発明の実施の形態５に係るカプセル型内視鏡の構成を示すブロック図であ
る。図１５に示すように、カプセル型内視鏡２００は、撮像部１２における撮像フレーム
レートの状態を判定するフレームレート判定部１４６を備える。それ以外の構成は、実施
の形態１と同様であるから適宜説明を省略する。
【００８９】
　画像判定部１４４は、フレームレート判定部１４６により撮像フレームレートが通常状
態から下がった状態であると判定された場合に、撮像部１２により撮像された複数の画像
に対して観察に有用ではない画像（泡残渣画像）であるか否かを判定する。フレームレー
ト設定部１４１ａは、画像判定部１４４によって観察に有用ではない画像（泡残渣画像）
であると判定された画像が所定の枚数以上である場合に、撮像フレームレートが通常状態
から下がった状態を維持するように設定する。
【００９０】
　フレームレート判定部１４６は、例えば制御部１４の一部としてＣＰＵ等のプロセッサ
によって構成されるが、制御部１４とは別のＣＰＵによって構成されていてもよい。
【００９１】
　次に、カプセル型内視鏡２００の動作を説明する。図１６は、本発明の実施の形態５に
係るカプセル型内視鏡の動作を示すフローチャートである。図１７は、本発明の実施の形
態５に係るカプセル型内視鏡の動作を示すタイミングチャートである。図１６に示すよう
に、はじめに、実施の形態１と同様に、ステップＳ１の処理が行われる。
【００９２】
　続いて、フレームレート判定部１４６は、撮像部１２における撮像フレームレートが通
常状態であるか否かを判定する（ステップＳ４１）。
【００９３】
　図１７の時間ｔ１～ｔ３のように、フレームレート判定部１４６が撮像フレームレート
は通常状態である（高い状態である）と判定した場合（ステップＳ４１：Ｙｅｓ）、実施
の形態１と同様に、ステップＳ２、３、４、６の処理を適宜行う。ここで、撮像部１２が
撮像した画像が泡残渣画像ではない場合（時間ｔ１及びｔ２）、フレームレート設定部１
４１ａは、撮像部１２における撮像フレームレートを通常状態に維持するように設定する
。一方、撮像部１２が撮像した画像が泡残渣画像である場合（時間ｔ３）、フレームレー
ト設定部１４１ａは、撮像部１２における撮像フレームレートを下げるように設定する。
そして、撮像制御部１４１は、フレームレート設定部１４１ａの設定に基づいて、撮像部
１２の撮像フレームレートを下げる（ステップＳ６）。
【００９４】
　一方、ステップＳ４１において、フレームレート判定部１４６が撮像フレームレートは
通常状態ではない（低い状態である）と判定した場合（ステップＳ４１：Ｎｏ）、画像判
定部１４４は、実施の形態１と同様に、ステップＳ２の処理を行い、撮像部１２により撮
像された複数（例えば３枚）の画像に対して泡残渣画像であるか否かを判定する（ステッ
プＳ１１）。その後、フレームレート設定部１４１ａは、画像判定部１４４が泡残渣画像
であるか否かを判定した３枚の画像のうち、泡残渣画像であると判定された画像が所定の
枚数（例えば３枚）以上であるか否かを判定する（ステップＳ４２）。なお、ここでは、
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ステップＳ２～ステップＳ４２の処理を３フレーム毎に一回行う例を説明するが、この処
理を１フレーム毎に行ってもよい。
【００９５】
　フレームレート設定部１４１ａが、泡残渣画像が３枚含まれていると判定した場合（ス
テップＳ４２：Ｙｅｓ、図１７のグループＧ１）、フレームレート設定部１４１ａは、撮
像部１２における撮像フレームレートを通常状態から下げた状態に維持するように設定す
る。その後、ステップＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は終了される。
【００９６】
　一方、フレームレート設定部１４１ａが、泡残渣画像が３枚以上含まれていないと判定
した場合（ステップＳ４２：Ｎｏ、図１７のグループＧ２）、フレームレート設定部１４
１ａは、撮像部１２における撮像フレームレートを通常状態に戻す（高くする）ように設
定する。そして、撮像制御部１４１は、フレームレート設定部１４１ａの設定に基づいて
、撮像部１２の撮像フレームレートを通常状態に戻す（ステップＳ４３）。その後、ステ
ップＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は終了される。
【００９７】
　以上説明したように、実施の形態５によれば、カプセル型内視鏡２００が泡や残渣が多
く観察に有用な画像を撮像することができない位置にある場合に、撮像部１２における撮
像フレームレートを自動的に下げ、その状態が解消した場合に、撮像部１２における撮像
フレームレートを自動的に通常に戻す（高くする）。従って、カプセル型内視鏡２００は
、電池の消耗を抑制し、観察に有用ではない画像の撮像を抑制することができる。
【００９８】
（実施の形態６）
　実施の形態６に係るカプセル型内視鏡の構成は図３を用いて説明した実施の形態１に係
るカプセル型内視鏡１０と同様であるから適宜説明を省略する。
【００９９】
　フレームレート設定部１４１ａは、画像判定部１４４により観察に有用ではない画像（
泡残渣画像）であると判定された画像が連続した量が多いほど、撮像フレームレートを連
続的又は段階的により大きく下げるように設定する。連続した量とは、例えば観察に有用
ではない画像が連続した回数であるが、観察に有用ではない画像が連続した時間や連続し
た距離であってもよい。
【０１００】
　次に、カプセル型内視鏡１０の動作を説明する。図１８は、本発明の実施の形態６に係
るカプセル型内視鏡の動作を示すフローチャートである。図１８に示すように、はじめに
、実施の形態１と同様に、ステップＳ１、Ｓ２の処理が行われる。
【０１０１】
　さらに、画像判定部１４４は、その画像の泡又は残渣が写っている領域の面積が所定の
量以上の泡残渣画像であるか否かを判定する（ステップＳ３）。
【０１０２】
　画像判定部１４４が泡残渣画像ではないと判定した場合（ステップＳ３：Ｎｏ）、フレ
ームレート設定部１４１ａは、撮像部１２における撮像フレームレートを通常状態に戻す
（高くする）ように設定する。そして、撮像制御部１４１は、フレームレート設定部１４
１ａの設定に基づいて、撮像部１２の撮像フレームレートを通常状態に戻す（ステップＳ
５１）。
【０１０３】
　一方、画像判定部１４４が泡残渣画像であると判定した場合（ステップＳ３：Ｙｅｓ）
、フレームレート設定部１４１ａは、撮像部１２における撮像フレームレートを下げるよ
うに設定する。そして、撮像制御部１４１は、フレームレート設定部１４１ａの設定に基
づいて、撮像部１２の撮像フレームレートを下げる（ステップＳ５２）。その後、ステッ
プＳ４の終了判定を行い、処理が継続又は終了される。
【０１０４】



(17) JP WO2018/084025 A1 2018.5.11

10

20

30

40

　ここで、ステップＳ５２において、撮像部１２が撮像した画像を画像判定部１４４が連
続して泡残渣画像であると判定した場合に、フレームレート設定部１４１ａは、撮像部１
２における撮像フレームレートを連続的又は段階的により大きく下げるように設定する。
具体的には、フレームレート設定部１４１ａは、泡残渣画像が２枚続くと撮像フレームレ
ートを２段階下げるように設定し、泡残渣画像が３枚続くと撮像フレームレートを３段階
下げるように設定する。この撮像フレームレートを下げる段数は何段でもよく、下限値を
設けてそれ以下にならないようにしてもよい。
【０１０５】
　以上説明したように、実施の形態６によれば、カプセル型内視鏡１０が泡や残渣が多く
観察に有用な画像を撮像することができない位置にある場合に、撮像部１２における撮像
フレームレートが自動的に段階的に下げられる。従って、カプセル型内視鏡１０は、電池
の消耗を抑制し、観察に有用ではない画像の撮像を抑制することができる。
【０１０６】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発
明のより広範な態様は、以上のように表しかつ記述した特定の詳細及び代表的な実施の形
態に限定されるものではない。従って、添付のクレーム及びその均等物によって定義され
る総括的な発明の概念の精神又は範囲から逸脱することなく、様々な変更が可能である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　検査システム
　２　被検体
　３、３Ａ、３Ｂ、３Ｄ　受信装置
　３ａ　クレードル
　４　受信アンテナユニット
　４ａ～４ｈ　受信アンテナ
　５　画像処理装置
　１０、１０Ａ、１００、１００Ｂ、１００Ｃ、２００　カプセル型内視鏡
　１１　カプセル型筐体
　１２　撮像部
　１３　照明部
　１４、３５　制御部
　１５　無線通信部
　１６　電源部
　３１　受信部
　３２、１４２　画像処理部
　３３　メモリ
　３４、１４４　画像判定部
　３５ａ、１４１ａ　フレームレート設定部
　３６　送信部
　１１１　筒状筐体
　１１２、１１３　ドーム状筐体
　１１７、３７Ｄ　動き判定部
　１２１　光学系
　１２２　撮像素子
　１４１　撮像制御部
　１４３　照明制御部
　１４６　フレームレート判定部
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月1日(2018.3.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像部と、
　前記画像が、泡又は残渣が写っている領域に関する特徴量を所定の量以上有する第１の
画像であるか否かを判定する画像判定部と、
　前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレートを変更する撮
像制御部と、
　を備えることを特徴とするカプセル型内視鏡。
【請求項２】
　前記撮像制御部は、
　前記第１の画像であると判定された前記画像の量に基づいて、前記撮像フレームレート
を設定するフレームレート設定部を備え、
　前記撮像部における前記撮像フレームレートを前記フレームレート設定部が設定した前
記撮像フレームレートに変更することを特徴とする請求項１に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項３】
　前記カプセル型内視鏡の動きの大きさを判定する動き判定部を備え、
　前記フレームレート設定部は、前記第１の画像であると判定された前記画像の量と前記
カプセル型内視鏡の動きの大きさとに基づいて、前記撮像フレームレートを設定すること
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を特徴とする請求項２に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項４】
　前記フレームレート設定部は、前記第１の画像であると判定された前記画像が所定の量
以上連続した場合に、前記撮像フレームレートを下げるように設定することを特徴とする
請求項２に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項５】
　前記フレームレート設定部は、前記第１の画像であると判定された前記画像が所定の量
だけ連続し、かつ、前記カプセル型内視鏡の動きの大きさが所定の量より小さい場合に、
前記撮像フレームレートを下げるように設定することを特徴とする請求項３に記載のカプ
セル型内視鏡。
【請求項６】
　前記フレームレート設定部は、前記第１の画像であると判定された前記画像が連続した
量が多いほど、前記撮像フレームレートを連続的又は段階的により大きく下げるように設
定することを特徴とする請求項２に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項７】
　前記フレームレート設定部は、前記第１の画像であると判定された前記画像の量が多い
ほど、前記撮像フレームレートを連続的又は段階的により大きく下げるように設定すると
ともに、前記カプセル型内視鏡の動きの大きさが小さいほど、前記撮像フレームレートを
連続的又は段階的により大きく下げるように設定することを特徴とする請求項３に記載の
カプセル型内視鏡。
【請求項８】
　前記撮像フレームレートの状態を判定するフレームレート判定部を備え、
　前記画像判定部は、前記フレームレート判定部により前記撮像フレームレートが通常状
態から下がった状態であると判定された場合に、複数の前記画像に対して前記第１の画像
であるか否かを判定し、
　前記フレームレート設定部は、前記第１の画像であると判定された前記画像が所定の量
以上である場合に、前記撮像フレームレートが前記通常状態から下がった状態を維持する
ように設定することを特徴とする請求項２に記載のカプセル型内視鏡。
【請求項９】
　変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像部を有するカ
プセル型内視鏡から前記画像を受信する受信部と、
　前記画像が、泡又は残渣が写っている領域に関する特徴量を所定の量以上有する第１の
画像であるか否かを判定する画像判定部と、
　前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレートの制御に関す
る制御情報を生成する制御部と、
　前記制御情報を前記カプセル型内視鏡に送信する送信部と、
　を備えることを特徴とする受信装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記第１の画像であると判定された前記画像の量に基づいて、前記撮像フレームレート
を設定するフレームレート設定部を備え、
　前記撮像部における前記撮像フレームレートを前記フレームレート設定部が設定した前
記撮像フレームレートに設定する前記制御情報を生成することを特徴とする請求項９に記
載の受信装置。
【請求項１１】
　前記受信部は、前記カプセル型内視鏡の動きの大きさに関する情報を前記カプセル型内
視鏡から受信し、
　前記フレームレート設定部は、前記第１の画像であると判定された前記画像の量と前記
カプセル型内視鏡の動きの大きさに関する情報とに基づいて、前記撮像フレームレートを
設定することを特徴とする請求項１０に記載の受信装置。
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【請求項１２】
　前記カプセル型内視鏡の動きの大きさを判定する動き判定部を備え、
　前記フレームレート設定部は、前記第１の画像であると判定された前記画像の量と前記
カプセル型内視鏡の動きの大きさとに基づいて、前記撮像フレームレートを設定すること
を特徴とする請求項１０に記載の受信装置。
【請求項１３】
　撮像部が変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像ステ
ップと、
　画像判定部が、前記画像が、泡又は残渣が写っている領域に関する特徴量を所定の量以
上有する第１の画像であるか否かを判定する画像判定ステップと、
　撮像制御部が、前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレー
トを変更する撮像フレームレート変更ステップと、
　を含むことを特徴とするカプセル型内視鏡の作動方法。
【請求項１４】
　撮像部が変更可能な撮像フレームレートで被検体内を撮像して画像を生成する撮像ステ
ップと、
　画像判定部が、前記画像が、泡又は残渣が写っている領域に関する特徴量を所定の量以
上有する第１の画像であるか否かを判定する画像判定ステップと、
　撮像制御部が、前記画像判定部が判定した判定結果に基づいて、前記撮像フレームレー
トを変更する撮像フレームレート変更ステップと、
　をカプセル型内視鏡又は前記カプセル型内視鏡から前記画像を受信する受信装置に実行
させることを特徴とするカプセル型内視鏡の作動プログラム。



(25) JP WO2018/084025 A1 2018.5.11

10

20

30

40

【国際調査報告】



(26) JP WO2018/084025 A1 2018.5.11

10

20

30

40



(27) JP WO2018/084025 A1 2018.5.11

10

20

30

40



(28) JP WO2018/084025 A1 2018.5.11

10

20

30

40



(29) JP WO2018/084025 A1 2018.5.11

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ａ６１Ｂ    1/045    ６１８　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 胶囊型内窥镜，接收装置，胶囊内窥镜的操作方法

公开(公告)号 JPWO2018084025A1 公开(公告)日 2018-11-08

申请号 JP2018511506 申请日 2017-10-24

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 川畑裕也
高橋和彦

发明人 川畑 裕也
高橋 和彦

IPC分类号 A61B1/045 A61B1/00

CPC分类号 A61B1/041 A61B1/045 A61B1/00 H04N5/2256 H04N5/23218 H04N5/23241 H04N2005/2255 A61B1
/00009 H04N5/23232

FI分类号 A61B1/045.631 A61B1/00.C A61B1/045.619 A61B1/00.552 A61B1/045.616 A61B1/045.618

F-TERM分类号 4C161/DD07 4C161/HH54 4C161/PP12 4C161/RR03 4C161/RR22 4C161/WW02

优先权 2016217477 2016-11-07 JP

其他公开文献 JP6346721B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

胶囊型内窥镜包括：以可变的成像帧率对被检体内进行成像以生成图像
的成像单元；确定该图像是否对观察有用的图像确定单元；以及该图
像。 成像控制单元基于由确定单元确定的确定结果来改变成像帧率。 结
果，可以抑制不必要的电池消耗并抑制对于观察无用的图像的捕获，胶
囊型内窥镜，接收装置，胶囊型内窥镜的操作方法以及胶囊型内窥镜。 
提供操作程序。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/f18653f3-f075-4778-b4d5-2d7c080d773c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062075935/publication/JPWO2018084025A1?q=JPWO2018084025A1

